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ここ数年、デザインのセンスに富む工業製品の外観は、応用美術著作物として中国著作権法による保護を

受けられるか否かについて、問い合わせを受けることが多くなっている。このような問い合わせは、主にフラン

ス、イタリア、オランダ、スウェーデンなど芸術で名高い国又は応用美術著作物が発達している国の企業や個

人のクライアントから多くいただいている。クライアントは通常、製品の発売の前に、中国でまだ意匠権を出願

していない又は中国で出願した意匠権がすでに失効している場合、著作権法による製品の意匠に対する保護

を求める。しかし、著作権による保護と意匠権による保護は全く異なる保護体系であるため、保護の対象、保

護の強さ、保護の期限などの面で違いがある。本稿では製品の意匠の著作権による保護と意匠権による保護

の類似点と相違点について、特に著作権による保護を受けられるために意匠に必要な要素について紹介す

る。  

1. 応用美術著作物の著作権による保護にかかる法律規定  

応用美術著作物は主に著作権分野の概念である。文字通りに、応用美術著作物は実用性と芸術性を兼ね

備える著作物のことをいう。世界知的所有権機関が編纂した『著作権と隣接権に関する法律語彙』の解釈によ

れば、応用美術著作物とは、「手工芸品又は工業製品にかかわらず、実用的な用途を有する芸術著作物」の

ことをいう。上述の「実用的な用途を有する芸術著作物」という定義からも、そのポイントは「芸術著作物」にあ

ることが分かる。この点からみれば、著作権によって保護される応用美術著作物は、実用性ではなく、その芸

術性に重きが置かれていることが分かる 

中国において、応用美術著作物（works of applied art）に対する著作権法による保護にかかる主な法律

は、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」（以下「ベルヌ条約」という）である。「ベルヌ条約」

は、「応用美術著作物」を「文学芸術著作物」の一種として著作権法によって保護する対象として取り上げてい

る。中国は「ベルヌ条約」の加盟国として条約義務を負う責任がある。国務院が1992年に公布・施行した「国際

著作権条約の実施にかかる規定」第6条に、「外国の応用美術著作物の保護期間は当該著作物が完成してか

ら25年とする」と規定された。この内容を除き、「中華人民共和国著作権法」などの法律は、応用美術著作物に

応用美術著作物の著作権による保護  
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ついて定義をせず、如何に保護するか、保護の内容、保護期間についても詳細に規定していない。したがっ

て、応用美術著作物が中国において如何に保護されるべきかについていろいろ論争されてきた。司法実務で

は、中国の裁判所は一般的に「著作権法」における「美術著作物」（works of art）に関する規定を援引すること

で、応用美術著作物に対して保護している。  

2. 応用美術著作物に対する著作権による保護と意匠権による保護の違い  

通常、著作権と意匠権という2つのルートで工業製品の外観を保護する際に、保護の対象は重なり合う可能

性がある。つまり、意匠権によって保護される工業製品は、著作権によっても保護される可能性があるというこ

とである。しかしながら、両者は権利取得の方法、保護期間、保護対象、侵害の条件などの面で大きな差異が

ある。詳細は具体的に下記のとおりである。 

  保護対象 権利取得の

方式 

権 利 取 得 の

条件 

保護期間 侵害認定 

著作権に

よる保護 

芸術性の部

分しか保護

せ ず、実 用

性の部分を

保護しない。 

著作物が完

成した日か

ら自動的に

著作権が生

じる。 

複製可能性、

独創性、比較

的 高 い 芸 術

性、実用性 

個人の著作物の保護期間

は著作者の生涯及びその

死亡後の 50 年間とする。 

法人の著作物の保護期間

は著作物が最初に公表さ

れた日から50 年とする。但

し、未公表の場合、完成し

た日から50 年とする。 

著作権者の許諾を得

ずに、著作物を複製、

発行する行為は侵害

に該当する。 

意匠権に

よる保護 

製 品 の 形

状、図 案 又

はその組み

合わせ及び

色 彩 と 形

状、図 案 の

組み合わせ

に つ い て の

美 感 が あ

る、且 つ 工

業応用に適

す る 新 た な

デザイン。 

権利者が出

願 し、特 許

局の予審査

を受けて合

格 し て は じ

め て、授 与

される。 

  

従来の意匠と

同 一 又 は 実

質的に同一で

あってはなら

ない。 

出願日から10年とする。 意匠権が授与された

後、如何なる第三者

も意匠権者の許諾を

得ずに、生産経営を

目 的 と し、意 匠 に か

かる製品を製造、販

売 申 出、販 売、輸 入

する場合、意匠権侵

害に該当する。 
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上記からも分かるように、意匠権と比べる

と、著作権による工業製品の外観に対する保

護は独特なメリットがある。権利の取得方法及

び保護期間の面で、完成した日から、著作権が

自動的に生じ、権利者は登記・登録せずに権

利を取得できる。また、「国際著作権条約の実

施にかかる規定」で規定された応用美術著作

物の保護期間は著作物が完成した日から25年

とされている。但し、上述したように、司法実務

で、適格な応用美術の著作物は通常、美術著

作物として著作権法による保護を受けられる。しかも、美術著作物の複製権や発行権などの財産権の保護期

間は50年とされている。それに、「著作権法」は法律であり、「国際著作権条約の実施にかかる規定」は行政規

定である。両者が抵触する場合、「著作権法」は優先的に適用されるべきである。したがって、理論上、応用美

術著作物について50年の保護期間を主張できる。しかしながら、今までの判決で、保護期間について明確に

論じたものが極めて少ないものの、25年、50年のいずれにしても、その保護期間は意匠権の保護期間より遥

かに長い。 

また、意匠権は方式審査しかなく、実体審査がないため、権利付与されても、無効にされる可能性もある。そ

れに対して、著作権には無効制度がない。 

一方、工業製品の外観に対する著作権による保護はデメリットもある。侵害行為への認定について、「著作

権法」の規定では、複製と発行行為しか著作権侵害に該当せず、販売や輸入などの行為は著作権侵害に該当

しない。また、保護対象について、上述したように、応用美術著作物は「著作権法」における「美術著作物」に関

する規定を援引することで保護されるため、保護対象の芸術性に対する要求が高い。それに対して、「特許法」

でも意匠に「美感に富む」ことが要求されるものの、「特許法」及びその関連法律と司法実務で「美感」のレベル

について具体的に要求されていない。「芸術性」は工業製品の外観が著作権による保護を受けられるか否か

の前提であると共に、ボトルネックであり、製品の外観が「著作権法」による保護対象に該当するか否かに直接

に影響している。以下に詳しく説明する。 

3. 著作権法による保護対象の認定 

「著作権法」で保護対象の実質的な要件について明確に規定されていないが、「著作権法」第2条から、その

保護対象は複製可能性と独創性を有さなければならないことがわかる。  

独創性に関する認定の基準は法律には明確な規定がない。裁判所は通常、独創性とは具体的な事実に基

づいて判断すべき問題であり、すべての著作物に適用する統一の基準はないと考えている。実際に、著作物に

よっては、独創性に対する要求も異なっている。 

応用美術著作物について、裁判所は一般的にその実用性と芸術性と分けて考慮し、実用性の部分に著作

権による保護を与えず、芸術性の部分に著作権法における「美術著作物」に関する規定を援引して保護を与え
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ている。「中華人民共和国著作権法実施条例」第4条第8項で、「美術著作物とは、絵画、書道、彫塑などの線、

色彩又はその他の方法で構成される審美的意義を有する平面的又は立体的な造形芸術著作物をいう」と規定

している。 

したがって、具体的な事案で、工業製品の外観が著作権による保護の対象に該当するか否かに対する認定

の主な争点は、原告が主張する応用美術著作物が独創性を有するか否かにある。 

鑑賞価値も実用価値もある対象について、美術著作物として保護を受けられるか否かは著作者が美学の面

で費やした知的労働で体現された独特な個性と創造力によって決まるのである。美学分野に属しない知的労

働は独創性と無関係である。したがって、独力で完成し、且つ労働を費やすことはある対象が著作権法による

保護を受けるための十分条件なわけではない。 

裁判所は通常、美学分野の独自性を充分に有するかに否かに基づいてその独創性を認定することになって

いる。レゴ社と広東小白龍動漫玩具実業有限公司、北京華遠西単ショッピングセンターとの著作権侵害紛争事

件で、最高裁判所は、事件にかかる玩具が積み木ブロックというありふれたデザインであり、独創性という特徴

に合致しないため、著作権法による保護を受けることができないと認定した。しかしながら、永福有限公司など

と上海都易貿易有限公司との著作物複製権侵害事件では、裁判所は、事件にかかる製品も玩具であるが、事

件にかかる製品が複雑な構造を有する別荘家屋、馬車の玩具、昔風の教会又は童話風の小屋であり、色彩の

組み合わせ、空間設計で一定の芸術的美感を有し、基本的な知的創作性のレベルに達し、応用美術著作物の

独創性の要求に合致すると認定した。 

このように、美学性と独創性に対する認定は、現在法律には詳細で明確な基準がない。下表でいままでの

事例を通して裁判所の「著作権法」における「美術著作物」に対する認定の傾向をまとめてみた。 
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事件名称 事件にかかる著作物 著作権保護の

対象として認め

られたか否か 

認定理由 

欧可宝貝有限

公 司 と 慈 溪 市

佳宝児童用品

有限公司などと

の間の著作権

侵害紛争事件 

 
  

  

  

図 1 Spidy便器 

  
  

  

  

図2 Ducka鴨ちゃん便座カバー 

  

  

  

  

  

図3 Buddy熊ちゃんお風呂用椅子 

〇 動物のイメージを児童用の便器、便

座カバー、お風呂用椅子と合わせた独

特の造形は審美的な意義と芸術性、

独創性及び複製可能性を有し、中国著

作権法で規定された著作物の構成要

件に合致し、中国著作権法による保護

を受けるべきである。 

Inter  

Ikea  

Systems 

B.V.  と 台 州

市中天塑業有

限公司との 間

の著作権財産

権侵害紛争事

件 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

図4瑪莫特児童椅子 

× 瑪莫特児童椅子のデザインの要

点 は 造 形・線 条 に あ り、シ ン プ ル

で、流暢な線条が素朴で子供の趣

味 を 表 し て い る が、他 の 普 通 の 子

供用品のデザイン理念と完全に識

別できない。独創性から見れば、細

部だけが他のものと識別でき、全体

的な外形は普通のものと大きな差

異 が な い。要 す る に、瑪 莫 特 児 童

椅子及び児童スツールはデザイン

が 比 較 的 簡 単 な も の で あ り、美 術

著作物としての芸術性を有しない。 
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左尚明舎家居

用 品（上 海）有

限 公 司 と 北 京

中融恒盛木業

有 限 公 司、南

京夢陽家具販

売センターとの

間の著作権の

所有・侵害事件 

  〇 「唐韻クローク家具」の全体的な

形状及び 材料の色・模様、金属 ア

クセサリーの組合せ、中国風の対

称などのデザインの組合せは、中

国風、西洋風の複数の要素を融合

さ せ、全 体 的 に 美 感 に 富 み、あ る

程度の審美意義を有し、著作物の

独創性の要件に満たし、工業化の

大量生産にも用いられ、複製可能

性と実用性の特徴を有する。 

無錫市海誼工

芸 彫 刻 公 司 と

李 嘉 善 と の 間

の著作権侵害

紛争事件 

 〇 美学性について、裁判所は、当

該 判 子 ハン ド ル が ダ イ ヤ モ ン ド の

造形という特有の表現方式が採用

さ れ、透 明 感 が あ り、一 定 の 観 賞

性及び審美価値を有し、応用美術

著作物の芸術性を備えていると判

断した。 

独創性について、裁判所は、当

該 判 子 ハ ン ド ル が 構 成、デ ザ イ

ン、組 合 せ で 独 特 の 考 案 が 表 さ

れ、著作権法における独創性を備

えていると判断した。 

レゴ社と広東小

白龍動漫玩具

実 業 有 限 公

司、北 京 華 遠

西単ショッピン

グセンターとの

間の著作権侵

害紛争事件 

なし × レ ゴ 社 に よ っ て 独 自 に 完 成 さ

れ、一定の労力と資金を投入した

が、デ ザ イ ン か ら 見 れ ば、本 件 に

かかる玩具積み木ブロックがあり

ふ れ た デ ザ イ ン で あ り、美 学 の 面

で充分な独創性を与えないため、

美 術 著 作 物 に つ い て の 著 作 権 法

における独創性の要求に合致しな

い。 
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石家庄東方城市広

場有限公司と華斯

実業集団粛寧華斯

裘革製品有限公司

との間の著作権侵

害紛争事件 

なし × 本 件 に 掛 か る 服 装 は 動 物 の 皮、

レース、 ボートネック、スワローカラー

などの装飾要素を使用したが、服装デ

ザ イ ン の あり ふ れ た 要 素 の 組 合 せ だ

け で、華 斯 社 の 独 創 の 芸 術 表 現 に な

ら な い た め、華 斯 社 が デ ザ イ ン し た 2

種類の服 装は実用 品にすぎず、応用

美 術 著 作 物 と し て 中 国 著 作 権 法 によ

る保護を受けることができない。 

永福有限公司など

と上海都易貿易有

限公司との間の著

作物複製権侵害事

件 

なし 〇 事件にかかる製品が複雑な構造、き

れいな外形を有する別荘家屋、さまざ

まな車体からなる馬車の玩具（ツーリ

ングカーの機能がある車体もあり、お

手洗いやキッチンなどがある。）、昔風

の 教 会 又 は 童 話 風 の 小 屋 で あ る。こ

れらの製品は色彩の組み合わせ、空

間デザインで一定の芸術美感を有し、

基 本 的 な 知 的 創 作 性 の 高 度 に 達 し、

応用美術著作物の独創性の要求に合

致する。特に著作物７の芸術性と独創

性が一番高い。著作者は芸術性があ

る 表 現 で 2棟 の 童 話 風 の 湖 畔 小 屋 の

芸術効果を呈した。 

愛禄睦国際股份有

限公司と恵州新力

達電子工具有限公

司及び深セン市新

亜工具連鎖店有限

公司との間の著作

権、知名商品の特

有パッケージ侵害

紛争事件 

  × 本件に係る製品は一般の造形部品

であり、実用性に偏重し、審美意義に

乏 し く、何 を 表 し た い か、単 独 で 陳 列

するとき、何の観賞価値を有するかも

理 解 で き な い。よ っ て、当 該 テ ー プ 切

断機は実用性にかたより、相当な審美

意義及び鑑賞価値に達しないことが分

か る の で、応 用 美 術 著 作 物 に 該 当 す

ることが認定できず、中国著作権法及

びベルヌ条約による保護を受けることがで

きない。 
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北京中航智成科技

有限公司と深セン

市飛鹏達精品製造

有限公司との間の

著作権侵害紛争事

件 

   殲十飛行機は作戦の武器でありな

がら、一般公衆にとって、その造形が

確かに美感を有する。「著作権法」の

角度から、その実用的な機能が決め

た造形の部分を排除すれば、殲十飛

行機（シングルシート）の造形は確か

に独創性の芸術表現を有し、美術著

作物として「著作権法」の保護を受け

ることができる。但し、一般的に、飛行

機 の 研 究・開 発・設 計に よ っ て う ま れ

た特殊な飛行機の造形は主に飛行機

の 性 能、つ ま り 実 用 機 能 で 決 め ら れ

た も の で あ る。当 該 造 形 の 部 分 は す

でに飛行機の機能と一体となり、物理

上も、観念上も分離できない。当裁判

所は殲十飛行機（シングルシート）の

造形におけるどの部分が飛行機の機

能から独立できる純粋の芸術表現に

該当するかを認定できず、さらに、殲

十飛行機（シングルシート）の造形が

美術著作 物に該当 するとも認 定でき

ない。 

 

4. コメント 

著作権が著作物が完成された日から自動的に生じ、著作権登録は中国で強制されるものではないが、実務

経験に基づき、権利者の権利行使に大きな利便性を与えるものであると言える。 

まず、訴訟において、著作権証書は権利者が著作権を享有する初歩的な証拠となる。「著作権法」第11条第

４項の規定によって、反証がない限り、著作物上に氏名を表示した公民、法人、その他の組織は著作者とされ

る。したがって、著作権登録証書に記載される権利者は裁判所に著作権者と認定され、他の権利証明資料を提

出する必要がない。特に海外の著作権者にとって、証拠の収集は比較的困難であり、且つ、海外で生成された

証拠は公証・認証などの煩わしい手続きを経てから中国の裁判所に承認される。したがって、著作権証書の提

出は権利の所属を証明するための簡単な手段となる。  

しかしながら、注意すべきことは、著作権が著作物が完成されてから長時間を経て登記され、且つ権利者が
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完成時間を証明できる他の証拠を提供できない場合、裁判所は通常、著作権証書に登記された完成時間を権

利者が著作権を獲得した時期として認可しない。したがって、できるだけ早く著作権登録を行うことをご提案し

たい。 

次 に、Alibaba 知 的 財 産 ク レ ー ム プ ラ ッ ト

フォーム、税関登録などの他の手段で権利行使

する時に、通常権利証明として著作権登録証書

の提出を必要とする。例えば、Alibabaグループ

は そ の 傘 下 の Taobao、T-mall、T-mall Glob-

al、Alibaba中文、Alibaba Global、AliExpress

に健全な知的財産保護システムを提供してい

る。著作権者はこれらの電子商プラットファーム

で著作権侵害する模倣品を販売する行為を発見

した時に、その証明として著作権登録証書を提

出することによってAlibaba知的財産クレームプラットフォームに侵害リンクを削除するよう請求できる。 

さらに、警告書簡の送付で権利行使する時に、著作権登録証書も模倣品を製造、販売する侵害者にプレッ

シャーをかけるための有力な武器になる。中国版権局が著作権登録において方式審査しか行われないため、

工業製品の外観の美学性に論争があったとしても、通常登録が受けられるものである。模倣品を経営する侵害

者に警告書簡を送付する時、著作権登録証書を添付できる。その方法である程度で、模倣者に模倣をやめる

ことを促す役割を果たすことができる。 

つまり、製品の外観に対する著作権と意匠権による保護ルートはいずれもある程度の限界がある。著作権

の保護時間が長いにもかかわらず、多くの工業製品の外観は「著作権法」における芸術性についての要求に

達することができない。それは工業製品の外観が著作権による保護を受けるための最大の障害となっている。

したがって、意匠権による保護は工業製品の外観にとって一番いい方法である。但し、製品の外観設計は意匠

権による保護を受けることができない、又は保護期間満了の場合、著作権による保護はいい補充の保護方法

になる。その他、当該工業製品は比較的高い周知性があり、その一定の特徴がある外観がある程度で製品の

出所が識別できる役割が果たせる場合、「不正競争防止法」を適用して保護することも考えられる。 

( 今 回 の I P N E W S に 掲 載 し て い る 写 真 は 、 弊 グ ル ー プ 法 務 部 の 雷  亜 芸 弁 護 士 が 北 京 の 故 宮 で 撮 影 し た も の で す 。)   
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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